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１－１．関東・東北豪雨時における常総市の交通状況
常総市 平成27年9月関東・東北豪雨時の交通状況①

〇鬼怒川のはん濫に伴う道路冠水等により、道路
の通行止めが発生

谷
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常総市役所

至：筑西市

至：守谷市

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

規制開始 路線名等 区 間 ・ 場 所 規制内容

１
9月10日
8時30分

一般県道357号
谷和原筑西線

常総市新石下～下妻市宗道 全面通行止

2 9月10日
11時40分

国道294号
常総市新井木町～三坂新田町
常総市新石下～下妻市大園木

全面通行止

3 9月10日
13時00分

一般県道357号
谷和原筑西線

常総市水海道天満町～新石下 全面通行止

4 9月10日
13時00分

一般県道129号
下妻常総線

常総市上蛇町～新井木町 全面通行止

5 9月10日
14時45分

国道294号 つくばみらい市小絹～細代
片側通行止
（下り車線）

6 9月10日
22時00分

国道354号
（水海道有料道路含む）

常総市豊岡町～つくば市真瀬 全面通行止

7 9月11日
10時00分

一般県道330号
水海道停車場線

常総市水海道宝町 全面通行止

＜常総市周辺での通行規制＞

：最大浸水範囲

（規制理由） ①～④。⑥～⑦は、冠水
⑤は、交通集中による渋滞緩和措置

溢水箇所
10日6時00分

決壊箇所
10日12時50分

茨城県 平成27年9月関東・東北豪雨災害による通行規制
（平成27年9月17日(木）13時00分現在） より作成 2



○橋梁部等で渋滞が発生。

通常時 （3日12～13時）豪雨時 （10日12～13時）今回の豪雨時と通常時
の車両速度の比較

浸水等により通行不能

渋滞箇所

10日 12:50 堤防決壊
13:08 鬼怒川東地区

に避難指示

溢水箇所

決壊箇所

最大浸水範囲

全面通行止

片側通行止

40㎞/h以上

40㎞/h未満

30㎞/h未満

20㎞/h未満

10㎞/h未満

ｻﾝﾌﾟﾙなし

民間プローブデータをもとに
国土交通省国土技術総合研究所作成

１－１．関東・東北豪雨時における常総市の交通状況
常総市 平成27年9月関東・東北豪雨時の交通状況②
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通常時 （3日14～15時）豪雨時 （10日14～15時）今回の豪雨時と通常時
の車両速度の比較

浸水等により通行不能

10日 12:50 堤防決壊
13:08 鬼怒川東地区

に避難指示

溢水箇所

決壊箇所

最大浸水範囲

全面通行止

片側通行止

40㎞/h以上

40㎞/h未満

30㎞/h未満

20㎞/h未満

10㎞/h未満

ｻﾝﾌﾟﾙなし

民間プローブデータをもとに
国土交通省国土技術総合研究所作成

渋滞箇所

１－１．関東・東北豪雨時における常総市の交通状況
常総市 平成27年9月関東・東北豪雨時の交通状況③

○橋梁部等で渋滞が発生。

4



・水位計も設置されていないような小河川からの避難タイミングは判断が困難。

○洪水警報発表の基準である流域雨量指数を、
5km四方解像度から1km四方解像度に精緻化
することで、洪水警報を改善する（平成29年
度目途）。

○また、市町村のどこで危険度が高まっている
のかを視覚的に確認できるよう、精緻化した
流域雨量指数を洪水警報基準値で判定した結
果を、1km四方解像度のメッシュ情報として
提供する（平成29年度目途）。

実態・課題（第２回資料の【論点１】より抜粋）

高

危
険
度

低

洪水警報の改善と洪水警報を補足するメッシュ情報の提供

（メッシュ情報の提供イメージ）

※ 「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」
（平成27年８月、内閣府）において、小河川や水位周知河
川に係る避難勧告等の判断に関し、流域雨量指数の予測値の
活用についての記述がある。

5

１－２．避難判断に資する情報
小河川に係る避難判断を支援する情報

資料提供：気象庁



黒丸○は、上の破堤箇所図に
おける赤丸○に対応。

平成27年９月関東・東北豪雨 宮城県大崎市東部の状況
宮城県大崎土木事務所管内破堤箇所図
（宮城県「主な被災状況」（平成27年9月24日時点）
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/h27t18.htmlより）

避難情報

0:00 3:00 6:00 9:00 12:0021:00 11日

三本木地域

田尻地域

松山全地域

古川全地域

避難準備

避難勧告

避難指示

2:30 3:15
4:30 6:15

11:16

精緻化したメッシュの時系列（大崎市東部の領域内で出現する色）

0:00 1:00 8:00 11:00

11日５時30分、古川西荒井地区で、
渋井川の堤防が決壊しているのを市が確認

23:00 5:30

図で示した範囲

（参考図）

宮城県 大崎市東部

注）各図の配色等はイメージであり、画面での具体的表示方法については今後検討。

9/11 0時

9/11 1時

9/11 2時

9/11 3時

洪水警報で警戒を呼びかけている市町村内の、どこで
警報基準値に到達するのかを視覚的に確認いただくことで、
市町村の避難準備情報や住民の自主避難の判断等を支援。

洪水警報・注意報の発表状況
0:25洪水警報発表（10日14:15洪水注意報発表）

資料提供：気象庁

１－２．避難判断に資する情報
洪水警報を補足するメッシュ情報の具体的事例：平成27年9月関東・東北豪雨（宮城県大崎市）

※洪水予報河川や水位周知河川の指定のない河川における事例
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１－３．広域避難に関する取組
西濃地域における越境避難に関する協定（平成27年2月締結）

岐阜県大垣市、海津市、養老町、神戸町、輪之内町、安八町及び大野町（以下「市町」という。）は、災害が発生し、又は発生す
るおそれがある場合（以下「災害時等」という。）において、当該市町内の避難場所に避難するより隣接する市町に避難する方が
安全であると認められる地域（以下「越境避難地域」という。）の住民の一時避難に係る協力の内容等について、次のとおり協定
を締結する。

第１条（目的）
この協定は、災害時等に越境避難地域の住民が、市町の境界を越えて円滑に一時避難できるよう必要な事項を定めるものとする。
第２条（定義）
この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）避難元市町 越境避難地域が属する市町
（２）避難先市町 越境避難地域の住民の一時避難を受け入れる市町
（３）避難施設 越境避難地域の住民の一時避難のために避難先市町が予め指定する施設
第３条（避難施設）
越境避難地域ごとに指定する避難施設は、別表のとおりとする。
第４条（使用の要請）
避難元市町の長は、越境避難地域の住民が避難施設に避難する必要があると認めるときは、
避難先市町の長に対して避難施設の使用を要請することができる。
２ 前項の規定による要請は、口頭により行うことができる。この場合において、避難元市町の長は、
速やかに、当該要請に係る文書を送付するものとする。
第５条（協力の内容）
避難先市町の長は、前条第１項の規定による要請を受けたときは、当該要請を受け入れないことについて正当な理由がある場合を
除き、避難施設を当該要請に係る越境避難地域の住民が使用することを認めるものとする。
第６条（情報の交換）
避難元市町及び避難先市町は、この協定が円滑に運営されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
第７条（連絡責任者）
この協定に関する連絡責任者は、各市町の防災担当課長とする。
第８条（その他）
この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、避難元市町と避難先市町がそれぞれ協議して定めるものとする。

情報提供：岐阜県 7



8

地理院地図、標高データ等の
基礎的地図情報

地方公共団体が
保有する防災情報

民間事業者等

避難場所、公共施設等
の施設情報

国土地理院の情報

情報・機能の追加
（創意・工夫）

国等が保有する防災情報の
オープンデータ化

防災アプリ等の開発、サービス提供

利用者・開発者からの
要望や意見を反映

国の機関等が
保有する防災情報

ハザードマップ等の防災情報

国土地理院

アプリ開発
の促進

民間活力を活用して、
有用な防災アプリの
開発・利用の促進

活用

• 平成23年の東日本大震災以降、国民の防災に対する意識が向上
• スマートフォンやタブレット端末の急速な普及を受け、災害対応への情報共有ツールとして、スマートフ

ォン等で動作する防災アプリの開発が進み、一部地方公共団体へも導入されるなど、普及しつつある
• そこで、国等が保有する防災に役立つ地理空間情報をオープンデータ化の一環として広く一般に提供

し、有用な防災アプリ開発を促進することで、主体的な避難行動など、防災力向上に役立てる

防災アプリの公募・機能検証

２－１．防災アプリ公募の取組
防災アプリ公募の取組

8資料提供：国土地理院
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応募のあった防災アプリについて、操作性や有用性、独創性の観点から審査し、
優れた機能を持つ防災アプリを選定

◆平成26年度
応募数、３７アプリの中から優れた機能を持つ防災アプリとして、7つのアプリを選定。

◆平成27年度
公募を「避難誘導支援（津波等災害発生時に安全で適切な場所への避難誘導）」部門
と「リスクコミュニケーション（平時における災害リスクの把握などの防災学習）」部門の
2テーマに限定して募集。
応募数、２６アプリの中から優れた機能を持つ防災アプリとして、６つのアプリを選定。

平成27年度防災アプリ賞 受賞アプリ

ARハザードスコープ鎌倉市版goo防災アプリ

２－１．防災アプリ公募の取組
防災アプリの募集及び優良アプリの選定

9資料提供：国土地理院



防災アプリに求められる機能等を検証するための実証実験を実施
（優れた機能を持つ防災アプリとして選定されたアプリを使用して実施）

◆平成26年度
和歌山県海南市の防災訓練（11月9日）にあわせて実施
モニター参加者：海南市住民や大学関係者等、26名

◆平成27年度
神奈川県鎌倉市において、11月7日に避難誘導支援実証実験、11月14日にリスクコミ
ュニケーション実証実験を実施
モニター参加者：鎌倉市内外在住者や大学関係者等、約100名（2日間）

平成27年度 鎌倉市実証実験の様子

最寄りの避難所や津波避難ビルまで、
防災アプリの誘導に従い移動。
チェックポイントで防災アプリを使って津波
浸水予想範囲、標高データなどを確認

移動実験終了後は、防災アプリの操作性や機
能の改善点、災害時に役立つ防災情報など
について、グループディスカッションを実施。 モニター参加者からは、

・操作がシンプルで分かりやすい
・表示される情報が多すぎて分かり
にくい

・避難所の収容数、備蓄、写真など
の詳細情報があると良い

・音声案内やユーザ間で動的情報を
共有できる機能があると良い

・AR機能は見やすくて良い
等の意見が寄せられていた。

２－１．防災アプリ公募の取組
防災アプリの実証実験

10資料提供：国土地理院
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今後は、民間の防災アプリの開発などを促進し、迅速な災害リスク情報が提供される環
境を整備するため、H28年度より、浸水想定区域や避難場所等のハザードマップポータ
ルサイトの防災情報のオープンデータ化を進める

１．防災アプリに必要な防災地理情報に関する事項
（１）ハザードマップ
・リスクコミュニケーションアプリなど、住民に対して平時に防災学習として利用されるア
プリで、より多くのハザードマップの提供が求められている。

（２）避難所等（避難所、避難場所）
・防災アプリで必須の情報として利用されているが、各市町村から公開されているデー
タは仕様に統一性がなく使いにくい。全国統一的かつ新鮮なデータの早期提供が望
まれている。

（３）標高データ
・津波や洪水を想定した避難誘導アプリで非常に多く利用され、ニーズも高い。

（４）リアルタイム被害情報
・道路の通行止めの箇所、浸水範囲など、リアルタイム被害情報のニーズは高い。

２．アプリの機能に関する事項
アプリの操作性や使い勝手、表示の見やすさなどに、更なる工夫が必要という意見が

多い。要望の多い機能としては、
・危険箇所や避難経路等を利用者に分かりやすく伝える機能（歩行時の音声案内など）
・災害発生直後のオフライン時でも動作が可能となる機能、など。

２－１．防災アプリ公募の取組
これまでの取組で得られた知見等

11資料提供：国土地理院



V-Lowマルチメディア放送による防災情報放送サービス「V-ALERT」
新たな放送であるV-Lowマルチメディア放送を用いて、市町村から緊急情報を送信し、屋外
スピーカーや専用防災ラジオ等から音声や文字等により情報伝達する仕組み

防
災
情
報

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

Ｖ-Ｌｏｗ
放送システム

自治体

防災・安全情報伝達の流れ

放送事業者

V-Low 向け
情報入力システム

音声

テキスト等

自動起動信号
エリアコード
グループコード

避難して下さい

J-ＡＬＥＲＴと自動連携
地震・津波・気象情報

対象エリアの受信端末

避難して下さい
避難して下

さい

屋外拡声装置

防災ラジオ

音声

テキスト等

• 自治体は必要とする時に配信したい情報（音声、テキスト等）を、放送事業者に伝送する。

• 放送事業者は、防災情報を放送波に割り込ませて伝達する。

• 受信端末は、情報に付加された市町村コード、エリアコード等を判断、設定された自治体又は
エリアの情報のみを受信、端末を自動起動し、音声の再生やテキスト等の表示を行う。

２－２．新たな情報伝達技術
防災情報放送サービス「V-ALERT」
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・自治体からの情報（音声・テキスト等）を放送波を使って防災ラジオ等の端

末に向けて配信（自治体からの直接広報）する。

・電源が入っていないラジオ端末でも防災情報を受信すると自動起動する。

（通常放送を聞いている場合は、割り込み放送を行う。）

・放送波を利用するため、輻輳なく不特定多数に対して同時に情報を伝達す

ることができる。

・市町村が情報入力システム、（必要に応じて）中継局、屋外拡声装置、防

災ラジオを整備し、放送事業者と利用協定を締結することで利用できる

・防災行政無線の戸別受信機に比べ防災ラジオが安価である。

（２）整備運用の観点

（１）伝達技術の観点

２－２．新たな情報伝達技術
V-ALERTによる防災情報伝達の特徴

13



 アナログTVの周波数跡地に導入される新しい地上デジタル放送

 全国７ブロックそれぞれで地域向けの放送サービスを実施

99～103.5MHzで放送するエリア

103.5～108MHzで放送するエリア

2016年3月東京、大阪、福岡にて放送開始、以降順次エリア拡大の予定

V-Lowマルチメディア放送(99MHｚ～108MHｚ)

90～108MHz帯
（1～3ch）

170～222MHz帯
（4～12ch）

470～770MHz帯
（13～62ch）

アナログ
テレビ放送

アナログ
テレビ放送

アナログテレビ放送VHF
帯

UHF
帯

携帯電話等の通信・ITSデジタルテレビ放送
（13～52ch）

18MHz幅 52MHz幅 60MHz幅

90 108 170 222 710 770

ガ
ー
ド

バ
ン
ド

207.5202.5

自営通信
（安全・安心の確保）

移動体向けの
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ放送等

ＦＭ補完
中継局等

99

北海道 北海道

東北広域圏 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東・甲信越広域圏
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
山梨県、新潟県、長野県

東海・北陸広域圏 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近畿広域圏 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国・四国広域圏
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛
媛県、高知県

九州・沖縄広域圏
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、
沖縄県

２－２．新たな情報伝達技術
V-Lowマルチメディア放送

14



インターネット（ＶＰＮ）

280MHz波

専用光回線

地上回線

インターネット
（ＶＰＮ）

ここここここここここここここここここ

住 居

観光地

衛星回線

ポケベルの技術を活用して、280ＭＨｚ帯デジタル無線により文字情報を配信し、屋外拡
声装置や専用防災ラジオ等から音声や文字で情報伝達する仕組み

２－２．新たな情報伝達技術
280MHzデジタル同報無線システム

15



・ポケベル技術を活用して、280MHz帯デジタル無線により、文字情報を配信
し、受信端末で音声合成する。
・電源が入っていないラジオ端末でも防災情報を受信すると自動起動する。
（通常のラジオ放送を聞いている場合は、割り込み放送を行う。）

・電波の出力が200Wと大きく、１局で広範囲のカバーが可能である。
・波長が約１ｍであることから、気密性の高い建物内への浸透力に優れてお
り、屋内でも受信しやすい。
・一斉同報の技術を利用するため、輻輳なく不特定多数に対して同時に情

報を伝達することができる。

・市町村が配信用システム、送信局、屋外拡声装置、防災ラジオを整備し、

無線を運用する東京テレメッセージと利用契約を行うことで利用できる。
・2006年に東京都江東区・豊島区、神奈川県茅ヶ崎市が導入し、すでに12市
町村での実績がある（平成28年1月19日現在）。
・防災行政無線の戸別受信機に比べ防災ラジオが安価である。

（２）整備運用の観点

（１）伝達技術の観点

２－２．新たな情報伝達技術
280MHzデジタル同報無線システムの特徴

16



（２）システムの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報配信 

 

 

足立区 

中川が避難判断水位を超えました。 
中川に氾濫のおそれがあります。 
中川小学校に避難所を開設しました。 
どのように避難するか確認しますので、
次の質問にお答えください。 
○ 避難所に避難する方は「１番」 
○ 自宅の２階以上に避難する方は 

「２番」 
○ あとで回答する方は「３番」 

を押してください。 

１番 

２番 

３番 

① システムから登録者 
  へ一斉に情報を配信 

③電話のプッシュボタンで
番号を回答 

④システムが回答を集約 
自動集計・レポート表示 

②登録者の電話へ自動音声に 
よるメッセージを送信 

あらかじめ登録した電話番号 

登録者 

避難所開設情報や 

避難勧告・避難指示など 

システムの概要

２－２．新たな情報伝達技術
あだち安心電話（東京都足立区）

資料提供：足立区 17



２－２．新たな情報伝達技術
あだち安心電話の管理画面

資料提供：足立区 18



災害に係る事項の多言語化対応について

外国人向けに災害関連制度・施策の多言語化を進め
ており、これまでに以下の対応を実施

◆災害情報の多言語辞書の作成
「緊急地震速報の多言語辞書」（平成27年３月公

表）及びそれを追記改訂した「緊急地震速報・津波
警報の多言語辞書」（同年10月公表）を作成。

◆避難場所の標準ピクトグラムの作成
平成２５年度災害対策基本法改正により、避難

場所は災害種別毎に設定。避難場所の標識の全国
統一化と併せて、外国人等を含めわかりやすいも
のとするため、標準ピクトグラムを作成し、ＪＩ
Ｓ制定を進めている（制定は平成28年３月めど）

。

訪日外国人旅行者等向けの取組について

◆観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化の
ためのガイドラインの策定
観光庁では、平成２６年３月に多言語対応の改

善・強化のためのガイドラインを策定し、観光地
の多言語での表記方法を提示。災害等の非常時等
の対応の基礎的文例を記載。

◆プッシュ型情報発信アプリ「Safety tips」
緊急地震速報及び津波警報が訪日外国人旅行者

のスマートフォン等に自動的に飛び込んで来るプ
ッシュ型情報発信アプリ「Safety tips」を平成26
年10月に開発。平成27年8月には大雨、大雪など
のその他気象情報追加及び中国語・韓国語等の
言語追加を実施。

◆防災アプリケーションの開発推進
国では、災害時の避難誘導等を行うためのスマ

ートフォンを活用した防災アプリケーションの開
発を推進するため、優良アプリケーションを選定
・公表。

ＪＩＳ化検討中
の標識表示例の案

ＪＩＳ化検討中の
ピクトグラム案の
一例（洪水・内水）

２－３．外国人への情報伝達
政府におけるこれまでの外国人への対応に関する取組

19



２－３．外国人への情報伝達
市町村による多言語支援（岐阜県）

○目 的
大地震などの災害が発生した際に、日本語が十分理解できないために行政機関等が発信する情
報を享受できない、又は地震等の災害経験が少ないことが原因で精神的な不安を抱えている外
国人住民を支援するために多言語での災害に係る情報提供を手段として、安心を届ける
○支援の仕組み

○災害時多言語支援センター設置及び運営訓練
訓練参加者：市町村職員、ボランティア、住民等
①H27.11.29（大垣市）
②H27.12.6（可児市）
③H28.1.17（岐阜市）
災害時語学ボランティア数：66人

情報提供：岐阜県 訓練風景

岐阜県
• 各センター間の調整
• 広域支援 など

市町村（多言語支援センター）
○多言語による情報提供
災害対策本部等から提供される災害情報等を集約し、多言語（やさし
い日本語含む）に翻訳し、外国人被災者に情報発信。
○避難所の巡回
外国人被災者が避難している避難所巡回により、被災者の状況やニー
ズを把握すると同時に、必要な情報を収集し多言語で情報を発信。
○多言語による相談窓口
必要に応じ、相談窓口を開設。

20



２－３．外国人への情報伝達
災害時語学ボランティア（岐阜県）

○災害時語学ボランティア
• 災害時における岐阜県内または他県市町村の災害対策本部等からの要請に応じて、避難所等
での通訳や翻訳のサポートをおこなう。

• 国際交流センターで、以下資格要件を満たすものを災害時語学サポーターとして登録。

○資格要件
母語を含む２つ以上の言語で日常会話程度以上の能力を有する者、又はやさしい日本語を習得
している者

○登録数
ポルトガル語１３人、タガログ語６人、中国語１１人、英語３４人、フランス語４人、韓国語
１人、スペイン語９人、インドネシア語１人、やさしい日本語２１人（重複含む）

Ｑ．やさしい日本語とは？
阪神・淡路大震災後、日本語に不慣れな外国人被災者に対して、どのような手法

で、できるだけ早く情報伝達を行うか、さまざまな試みが各地で展開されるように
なり、「やさしい日本語」はその一つとして注目されるようになった。
「やさしい日本語」とは、それぞれの国の言語で災害情報を伝えるには翻訳に時

間がかかることなどから、日本語に不慣れな外国人にもわかりやすい言葉や言い回
しを用いて情報を提供するというもの。

情報提供：岐阜県 21



○外国人観光客等への対応訓練（桜島火山爆発総合防災訓練）
鹿児島市では、平成２７年１月に行われた桜島火山爆発総合防災訓練において、在住外国

人約１１０人を対象とした外国人観光客等への対応訓練を実施した。
なお、平成２８年１月にも、同様の訓練を実施予定。

＜訓練内容＞
・避難勧告等の防災行政無線の英語による避難呼びかけ訓練
（平成２８年においては、日本語、英語、中国語及び韓国語で実施予定）

・外国人観光客による島外避難訓練（港でフェリーに乗船）
・外国人参加者による通訳ボランティア活動訓練（港近くの体育館）

○四カ国語表記の退避豪等の案内看板の設置
活火山である桜島を抱える

鹿児島市においては、外国人
観光客等を考慮し、日本語だ
けではなく、英語、中国語及
び韓国語による四カ国語表記
の案内看板の設置を進めてい
る。

○桜島火山ハザードマップ（英語版）の掲示
ハザードマップの英語版を作成し、市ホームページ及び桜島フェリー

ターミナル等に掲示している。

２－３．外国人への情報伝達
鹿児島市における取組

22情報提供：鹿児島市



２－４．災害時における情報共有
災害対策情報共有連絡会（新潟県）

１．趣 旨
• 新潟県では、日頃から市町村との連携強化に努めている
が、更にライフラインの早急な復旧を図るため、被災情
報、道路情報、停電情報等を迅速に収集できる仕組みづ
くりの勉強会も実施

• ライフライン各社、行政、報道機関間の「顔の見える関
係づくり」の場

２．主な活動経過
• 平成21年から開催（不定期）
• 発災直後と復旧段階において、各機関が発信できる情報、
欲しい情報を整理（情報トリアージの検討）

• 県民の皆様の不安解消のため、発信手段としてのエリア
メール、ラジオ災害情報交差点（ラジオ、ライフライン
各社によるリアルタイム放送）の提案・研究

３．成果など
• 関係機関相互の顔が見える関係づくりに貢献。

※東日本大震災では、災害時携帯電話の手配、避難所への臨時
電話開設等、良好な協力関係を築くことにつながった。

• 災害時に関係機関の間で円滑な意思疎通が図れるような
関係づくりを主眼におき、今後も継続的に開催予定

RED

YELLOW

WHITE

連絡会の様子

情報トリアージ

復旧見込みなど

復旧方針など

応急対応状況など

発
災
初
期

応
急
復
旧

復
旧

情報提供：新潟県 23



即応部隊と一般部隊から成る警察災害派遣隊を新たに編成し、広域的な部隊運用を拡充

警察災害派遣隊

即 応 部 隊 一 般 部 隊

広域緊急援助隊

警備部隊 交通部隊 刑事部隊

被災者の救出救助 緊急交通路の確保 検視・身元確認等

２ ,６００ １,５００

広域警察航空隊 緊急災害警備隊

３ ,０００

特別交通部隊 特別自動車警ら部隊特別警備部隊

特別生活安全部隊 支援対策部隊

捜索、警戒警ら 交通整理・規制 パトロール

相談対応

身元確認支援部隊

身元確認の資料収集

情報通信支援部隊

通信施設の復旧

約１万人

補給・受援対策

特別機動捜査部隊

初動捜査

機動警察通信隊

発生直後に派遣、自活を原則 発生から概ね２週間経過後に派遣

１,５００

１,２００５００

３－１．被災地における応急支援
警察災害派遣隊

資料提供：警察庁 24



○埼玉県・市町村人的相互応援（職員の相互応援制度）
埼玉県では、平成２５年９月に二度にわたって竜巻による被害を経験した。その際に、住

家の被害認定や罹災証明書の発行といった一時的に発生する膨大な業務へ対応する必要性が
明らかとなり、平成２６年４月に「埼玉県・市町村人的相互応援」（職員の相互応援制度）
を創設した。

＜埼玉県・市町村人的相互応援の制度＞

※本制度の運用実績はなし【H２８年１月１９日現在】

被災市町村のみでは十分かつ迅速に救
助、応急対策及び復旧対策を実施するこ
とが困難な場合に、必要な技術職、事務
職及び技能職等の職員を被災市町村から
の要請に応じて短期間派遣する制度。

県の地域振興センター（県内１０施
設）が被災市町村からの要請を受け、登
録者リストから派遣可能者を調整する。

（右図参照）

３－１．被災地における応急支援
県と市町村の職員相互応援制度（埼玉県）

25情報提供：埼玉県



情報提供：新潟県

３－１．被災地における応急支援
県・市町村・民間団体が一体となった合同支援（新潟県）

新潟県外で大規模災害発生
《基準》震度６弱以上の地震又はそれに

相当する大規模な災害

合同支援の検討 ⇒ 実施の決定
・被災状況を速やかに把握して迅速な支援を実施
・被災自治体の状況に応じプッシュ型支援も検討
・事務局（県防災企画課）において調整・協議

現地連絡会議
被災地での情報共有
※必要に応じて被災自治体内に設置

後方支援会議
支援の総合調整
※必要に応じて新潟県庁に設置

合同支援チーム
・緊急消防援助隊やDMAT等の既存支援組織の隙間を埋める支援内容を想定
・新潟県の経験を活かしたアドバイス等も実施
・“住家被害認定調査支援チーム”や“被災者相談窓口運営アドバイスチーム”を
編成し、過去に東京都大島町（H25.10）や京都府福知山市（H26.8）を支援

チームNGT（にいがた）

情報共有
連 携

臨機に対応

先遣隊派遣
現地調整、情報収集、ニーズ把握

県

市町村

民間
団体

※関係省庁や全国知事会とも情報共有・連携

目 的
県外で地震等による大規模災害が発生した場合、県と市町村及びボランティア等の民間団体が一体
となり、数多の災害を経て培った本県の災害対応力を結集し、相互に連携して被災地を支援する

情
報
収
集

情報共有
連 携

26
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○活動内容
被災市町の災害応急対策を支援するため、被災市町の要請などに基づき、職員を派遣し、被災地
において活動を行う

ひょうご災害緊急支援隊
①先遣隊

被 災 市 町
○支援スキーム

兵 庫 県

派遣要請

派遣決定

②専門家

• 初動対応に係る助言
• 専門家派遣調整
• 情報伝達支援

• 分野別の応急対策に係る助言
• 分野別の支援活動の調整

支援
③分野別の支援活動

調整

調整

情報提供：兵庫県

３－１．被災地における応急支援
ひょうご災害緊急支援隊（兵庫県）

27

○実 績
• 平成26年8月の丹波豪雨の際に県職員を現地（丹波市役所ほか）に派遣
• 丹波市における災対本部の業務支援、家屋被害調査支援、災害査定支援などを実施



海南市

有田市

湯浅町

広川町
由良町

日高町

美浜町

御坊市 印南町

みなべ町

田辺市

白浜町

すさみ町

串本町

古座川町
那智勝浦町

新宮市

太地町

県庁

災害情報収集・分析システム

現地情報調査項目 ７０項目

避難所ニーズ ３０９項目

市町村庁舎
避難所

連絡調整担当

（１班５名）

情報収集担当

（１班５名）

情報共有

「災害時緊急機動支援隊」

和歌山市を除く
沿岸市町と古座川町
の計１８市町へ派遣

県庁災害
対策本部

広域防災拠点

災害時緊急機動支援隊の創設

・市町村役場機能が著しく低下し、迅速かつ十分な 災害対応が出来なくなることを想定し、

県職員720名で構成した「災害時緊急機動支援隊」を創設

※１班１０名×４班×沿岸１８市町＝７２０名

・支援隊が市町村役場や避難所で収集した情報を、県災害対策本部と正確に共有できるよう、

パソコンやタブレット端末を配備し、現地情報や避難所ニーズ等の情報を収集分析できる

システムを整備

資料提供：和歌山県

３－１．被災地における応急支援
災害時緊急機動支援隊（和歌山県）

28



住家被害認定支援要員の派遣

・県職員を住家被害認定士リーダーとして派遣

※３６名任命（沿岸１８市町×１名×２交代）

・3名１班体制の調査班のうち住家被害認定士を

派遣できる体制を構築

・県が市町村職員や民間建築士等を住家被害認定士

として、平成２８年度までに1,000人以上を養成

住家被害認定士リーダー

（県職員）
市町村職員統括

住家被害認定士 補助者班 長

・市町村職員

・民間建築士等

調査班（３名で１班）

・被災市町村職員

住家被害認定業務全体を総括

住家の被害程度（全壊・半壊等）に基づいた罹災証明書
が交付され、各種支援制度が受けられるようになります。

・台風１２号時に県職員を派遣し、産業廃棄物協会

と協力した廃棄物処理支援体制を制度化

・被災市町村へ派遣するため、台風１２号被災地に

派遣された職員など廃棄物行政の経験が豊富な県

職員を災害廃棄物処理支援要員に任命（平成27年12月現在18名）

＜台風１２号時における災害廃棄物処理＞

和歌山県南部を中心に１１市町で約７万１千ト
ンの災害廃棄物が発生したが、約２ヵ月後の
１０月末には被災地から廃棄物は姿を消し、
主要集積場へ集約した。

災害廃棄物処理支援要員の派遣

資料提供：和歌山県

３－１．被災地における応急支援
災害廃棄物処理や住家被害認定の支援（和歌山県）

29



情報提供：岐阜県

３－１．被災地における応急支援
市町村防災アドバイザーチーム（岐阜県）

危機管理部防災課と県事務所振興防災課等の職員がアドバイザーチームを新たに編成し、
個別訪問などにより課題解決に向けた取組み支援を実施

＜市町村防災アドバイザーチーム＞

【体制】
リーダー 防災課地域防災支援監
サブリーダー 防災課地域支援係長、災害対策係長

各県事務所振興防災課防災係長
【テーマ】
・避難行動要支援者
・指定緊急避難場所・指定避難所
・避難勧告等の判断・伝達
・市町村防災体制 ほか

○開催実績
岐阜県内42市町村すべてにおいて個別訪問または圏域別会議を実施済み
（平成27年末時点）

30



○DCATとは？
大災害時において、被災した高齢者や障がい者などの配慮が必要な方々が、避難所等で十分な介
護・福祉サービスを受けることができるよう、地域の福祉人材からなる派遣チームを構成し、避難
所等に派遣し支援活動を行うもの

３－１．被災地における応急支援
災害派遣福祉チーム（DCAT）

○岐阜DCAT構成員
岐阜DCATへ協力する施設等の職員で、岐阜DCATの活動に必要な知識等の向上を図るための研修
を受講した職員。

○派遣の流れ
県 → 協力団体（老人福祉施設協議会等）

→ 団体加入協力施設等（皆様がお勤めの施設） → 岐阜DCAT職員（皆様）
○編 成
市町村から依頼のあった職種及び人数（１人をチームリーダーとして指名）

○避難所等への移動
原則、施設にてご用意いただきます。

○業務内容
避難所等における福祉サービスの提供及び必要な福祉支援

○費用負担
岐阜DCAT職員を対象とする傷害保険や活動経費に係る経費等については県で負担

情報提供：岐阜県 31



岐阜県災害福祉広域支援
ネットワーク協議会

・避難者の情報不足
・対応するスタッフの確保
・設備の不備・不足
・食料・燃料等の不足
・現地の行政職員やコーディネーター役
の疲弊

施設入所者

在宅療養者
（避難行動要支援者）

発災直後 発災数日後

指定避難場所
へ避難

施設が被災
した場合

当該施設が

福祉避難所
となった場
合

・施設におけるＢＣＰ

・地域住民が一時的
に避難してきた際の
対応

・被支援者の情報不足

・福祉避難所への円滑
な振り分け

原則、入所
施設に留ま
る

課題

課題

課題

福
祉
避
難
所
に
お
け
る
対
応

人
員
派
遣

発
災

まずは土砂災害
や大雨等、局地
的な被害を想定

支
援
要
請

岐阜
ＤＣＡＴ

参加団体事務局
県健康福祉政策課

連絡
調整

避難所設置者
（市町村）

３－１．被災地における応急支援
岐阜DCATの活動イメージ

資料提供：岐阜県 32



・災害急性期(発災後48時間以内)に活動が開始できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム
・平成17年3月から厚生労働省の災害派遣医療チーム研修事業により整備を開始。
・平成27年4月1日現在 ９３２８名 （医師：２９２０名 看護師：３８１３名 業務調整員：２５９５名）
１，４２６チームが研修修了済

・１チームの構成は医師1名、看護師2名、業務調整員1名の4名を基本。

３－２．被災地における医療支援
災害派遣医療チーム（DMAT）

33資料提供：厚生労働省



DMAT所管都道府県

DMAT指定医療機関

協

定

DMAT運営要綱（例）
・DMAT活動範囲、内容
・DMAT出動基準、待機要請 等

DMAT運用計画（例）
・DMAT出動要請の手続き
・DMAT現地本部
・広域医療搬送
・都道府県の役割 等

DMATの出動に関する協定（例）
・DMATの出動要請
・DMATの指揮命令系統
・DMAT活動
・費用支弁（DMAT活動に要した費用は

都道府県が弁償）
・従事命令時の実費弁償
・損害賠償（DMAT隊員が負傷、疾病に

かかる、死亡の場合は、都
道府県が損害を賠償）等

協定における合意事項は、
法的な強制力により保護
されるものである。

３－２．被災地における医療支援
DMAT活動の費用負担について

34資料提供：厚生労働省



災害発生地域 DMAT所管都道府県

DMAT指定医療機関

医療機関支援

現場活動

DMAT現地本部
（災害拠点病院）

D
M

AT

の
派
遣
要
請

DMATの派遣

費
用
の
報
告

（県
と
の
協
定
に
基
づ
く
経
費
）

費
用
の
弁
償

DMAT隊員が負傷、
疾病にかかる、死亡
した場合は、協定に
より賠償する
（損害賠償保険によ
る賠償）

災害救助法が適用されない場合 → 医療施設運営費等補助金により国が１／２、被災都道府県が１／２を負担

費用負担

災害救助法が適用された場合 → 災害救助法により国が５０／１００～９０／１００を負担し、残りが被災都道府県

①

②③

④

⑤

３－２．被災地における医療支援
被災都道府県内でのDMAT活動

35資料提供：厚生労働省



DMAT指定医療機関

D
M

AT

の
派
遣
要
請

DMATの派遣

費
用
の
報
告

（県
と
の
協
定
に
基
づ
く
経
費
）

費
用
の
弁
償

DMAT隊員が負傷、
疾病にかかる、死亡
した場合は、協定に
より賠償する
（損害賠償保険によ
る賠償）

災害発生地域

医療機関支援

現場活動

DMAT現地本部
（災害拠点病院）

被
災
都
道
府
県

他の都道府県
派遣要請

求 償

費用支弁

災害対策基本法７４条

災害救助法第２０条

災害救助法第１８条

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

費用負担

災害救助法が適用されない場合 → 医療施設運営費等補助金により国が１／２、被災都道府県が１／２を負担

災害救助法が適用された場合 → 災害救助法により国が５０／１００～９０／１００を負担し、残りが被災都道府県

３－２．被災地における医療支援
被災都道府県外でのDMAT活動

36資料提供：厚生労働省



① 被災地における医療、被災者・住民の健康管理
② 避難所等の公衆衛生対策：感染症対策、避難者の健康状態、

食生活の把握と改善
③ 在宅患者の医療、健康管理
④ 派遣先地域の医療ニーズの把握と評価
⑤ 医療支援が行き届いていない地域（医療支援空白地域）の把握、

及び巡回診療等の実施
⑥ 現地の情報の収集・把握、共有
⑦ 被災地の医療関係者間の連絡会の設置支援
⑧ 患者移送
⑨ 再建後の被災地医療機関への引継ぎ

 医師１名、看護職員２名、事務１名を基本しつつ、参加
職種・員数は状況に応じて柔軟に対応。

 避難所、救護所における医療
 被災地の病院、診療所への診療支援

３－２．被災地における医療支援
日本医師会災害医療チーム（JMAT）の役割

37資料提供：日本医師会



時間経過

DMAT

JMAT
被災地医療
の回復

医
療
支
援

撤退と引
継ぎ

撤退と引
継ぎ

発災

被災地医療の損壊

被災地医師会の奮闘

日本医師会「ＪＭＡＴに関する災害医療研修会」（平成24年3月10日）資料
（「ＤＭＡＴとＪＭＡＴの連携」（小林國男 日本医師会「救急災害医療対策委員会」委員長

３－２．被災地における医療支援
DMATとJMATの役割分担（概念図）

38資料提供：日本医師会
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200
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300
JMAT DMAT

JMAT100チーム派遣
（4/10）

JMAT60チーム以上
派遣

（3/25～5/22）
7/15JMATの派
遣終了、JMATⅡ
の派遣開始

資料提供：永田高志日医総研客員研究員（九州大大学院助教）

３－２．被災地における医療支援
東日本大震災におけるDMAT及びJMATの派遣数

39



40

岩手県
461ﾁｰﾑ
1046ﾁｰﾑ

宮城県
645ﾁｰﾑ
107ﾁｰﾑ

福島県
275ﾁｰﾑ
147ﾁｰﾑ
茨城県
12ﾁｰﾑ※他に、複数県への派遣が５チーム

・ＪＭＡＴ：1,398チーム
（～平成23年7月15日）
・ＪＭＡＴⅡ：1,300チーム
（平成23年7月15日～27年10月31日）

（イメージ）

上段：JMAT
下段：JMATⅡ

３－２．被災地における医療支援
東日本大震災におけるJMAT及びJMATⅡの派遣状況

40資料提供：日本医師会



ＪＭＡＴⅠ ＪＭＡＴⅡ 全 体

チーム数 １，３９８ １，３００ ２，６９８

登
録
者
数

医 師 ２，１４５ ３，６８９ ５，８３４

看護職員 １，７７５ １，０２４ ２，７９９

薬 剤 師 ４６１ １，００４ １，４６５

事 務 １，１３９ １８７ １，３２６

臨床検査技師、
そ の 他

５３４ ２２６ ７６０

合 計 ６，０５４ ６，１３０ １２，１８４
（派遣準備中含む）

３－２．被災地における医療支援
東日本大震災におけるJMAT及びJMATⅡの参加者数

平成２７年１０月３１日現在

41資料提供：日本医師会



JMAT Ⅱ
• 災害関連死などの未然防止が、最大の目標。

• 特に仮設住宅孤独死、心のケアの必要性等に充分な配
慮。

• 医師、及び医師を含むチーム構成。

• ＪＭＡＴの派遣終了後、医師等の不足、住民の医療ニー
ズの高まりや住民の医療へのアクセス困難の深刻化が
起きた地域であって、外部からの医療支援が必要な場
合。

• 被災地の都道府県医師会からの要請が原則。

３－２．被災地における医療支援
JMAT派遣終了後の中長期医療支援

42資料提供：日本医師会



各都道府県において、地域の医師等が災害医療コーディネーターに指名・委嘱さ
れ始めている

災害時における医療体制の充実強化について（平成24年3月21日、医政局長通知）

※ 各都道府県に対して、救護班等の派遣調整等を行うため、派遣調整本部においてコーディ
ネート機能を十分に発揮できる体制整備を求めている

都 道 府 県 災 害 医 療 コ ー デ ィ ネ ー ト 研 修

救護班の派遣等に関する調整体制を強化するため、災害時に被災都道府県の災害対策本部の下に設置される災害
医療本部において、救護班の派遣調整業務等を行う災害医療コーディネーターの養成を行うことを目的とする。

保健所
市町村

保健所
市町村

避難所避難所 病院

病院

病院

被災地

医療ニーズ
の吸い上げ

医療チーム
の派遣

被 災 県

医療チーム
（日赤救護班・ＪＭＡＴ等）ＤＭＡＴ

非被災県

災害医療本部
（都道府県庁）

都 道 府 県
災 害 医 療

コーディネーター

全国研修の実施

○ 全国の事例が共有できていない
○ 業務の標準化ができていない

（受講対象）

災害時、都道府県の災害医療本部
において、救護班等の派遣調整等を
行う災害医療コーディネーター
※都道府県担当者も同時に受講

（日程） ２日間

（受講者数）
６４名 ×３回 （予定）

（実施主体）
国立病院機構災害医療センター

（研修内容）

災害医療コーディネート能力の向
上を図るため、以下の事項について
座学及び演習を行う。

○ 救護班の派遣調整等の体制確
保に関する事項

○ 被災都道府県下の災害医療活
動に対して都道府県に対し助言を
行う体制に関する事項

（協力体制）

研修の企画・運営には日本医師会、
日本赤十字社が協力

医療者と
行政の

橋渡し

現状

課題

３－２．被災地における医療支援
都道府県災害医療コーディネート研修事業

43資料提供：日本医師会



３－２．被災地における医療支援
「災害診療記録（J-SPEED）」について

○「災害時の診療録のあり方に関する合同委員会」による標準的な診療記録の作成

東日本大震災の当時は、医療
救護での利用する診療録（カル
テ）には統一の書式や運用ルー
ルがなく、救護班を派遣した各団
体・組織が独自の書式を使用し
た。その結果、医療班同士の診
療の引き継ぎに支障をきたし、ま
た診療録から医療情報が抽出で
きずリアルタイムな対応が難しい
等の課題が指摘された。

＜災害診療記録＞
○作成に至る経緯

災害時における標準的な診療記録をつくることを目的に委員会を設置（H27.2とりまとめ）

委 員 長：国立病院機構災害医療センター小井土雄一
構成団体：日本救急医学会、日本診療情報管理学会、日本病院会、日本医師会、日本集団災害医学会の5団体

44資料提供：日本医師会



３－２．被災地における医療支援
避難所の「アセスメントシート」について

○アセスメントシートの役割
・避難所における医療ニーズ、衛生環境、物資の充足状況等を把握するためのもの
・各組織で独自のシートを作成している（下は看護協会のもの）

45資料提供：日本医師会



○設置（平成２７年１２月１７日）

平成２７年９月関東・東北豪雨に伴う水害について検証し、その結果を常総市地域防災計
画に反映することによって今後の防災、減災等の対策に資するために設置。

＜常総市水害対策検証委員名簿＞○委員（右図参照）

学識経験者５人で構成 区分 団体等 役職等 氏名

学識経験者

筑波大学
教授

（公共経営・オープンデータ・自
治体情報戦略）

川島 宏一

筑波大学 准教授
（水工学）

白川 直樹

筑波大学 准教授
（都市・地域防災）

梅本 通孝

筑波大学 教授
（社会心理学）

伊藤 哲司

防災科学技術
研究所

災害リスク研究ユニット
副ユニット長

（社会防災システム）
臼田 裕一郎

○検証結果
平成２７年度内にとりま

とめることを目標

○検証
関係者へのヒアリングを行い、今回の災害対応の事実関係を記録し、事実に即して客観的

に課題を明らかにし、それを教訓として今後の改善策を検討する。

○議題（第１回検証委員会）

・検証の進め方
・今回の避難対策等の
対応について

・関係者からの意見聴取
の進め方について

４－１．被災自治体における取組
常総市水害対策検討委員会について

46情報提供：常総市



項 目 内 容

目 的 ① 県及び市町村の防災担当者が災害対応に関する理解を深め，実務に活か
すこと。

② 防災担当者間の連携を深め，災害発生時に横の連携を活かし，災害対応
に当たれるようにすること。

構成員 茨城県，県内４４市町村，県内２４消防本部
（オブザーバー参加：国，関係機関等）

設置時期 平成２７年１１月２４日（関東・東北豪雨災害を受けて設置）

日 時 平成２７年１１月２４日 １３：３０～１６：３０

場 所 県庁６階災害対策室

内 容 ① 内閣府（防災）による水害時の避難・応急
対策についての講演

② 国土交通省水管理・国土保全局によるタイ
ムライン（防災行動計画）についての講演

③ 防災科学技術研究所，県内４市による災
害発生時の避難勧告等の事例発表及びパネ
ルディスカッション

参加者 88名（市町村53名，消防本部35名）

（市町村支援）
・ 避難勧告等の判断・伝達マ
ニュアルの改定支援

・ タイムラインの策定支援
・ 図上訓練等の実施支援
（勉強会の実施(テーマ)）
・ 市町村域を超えた広域避難
・ 災害発生時における災害廃
棄物の処理などの市町村間
の連携 等

○第１回災害対応勉強会の概要 ○今後の勉強会の動き（案）

４－１．被災自治体における取組
茨城県の災害対応勉強会について

47情報提供：茨城県



４－１．被災自治体における取組
各界による災害対応に係る情報交換（栃木県）

○概 要
今回の豪雨災害において、多くの住民の逃げ遅れ、災害対策本部や避難所の水没、避難情報の出
し方・伝え方などにおいて、いくつかの課題や教訓があったことから、減災・リスクマネジメン
ト推進センター※では、様々な立場で豪雨災害に携わられた各界からの報告と討論にもとづき、
緊急に9.10関東・東北豪雨災害を検証した。
※「減災」の観点に立ち、企業・団体・教育機関等が被害の最小化と事業の継続を自律的に図ることを目的として、作新学院大
学が平成27年6月に設立した組織

○日 時
平成２７年１０月２６日 ＠作新学院大学

○各界からの報告内容
 被害の状況について（栃木県）
 出水及びボランティア活動について（栃木県防災士会）
 救護活動等について（日本赤十字社栃木県支部）
 自衛隊の派遣活動の概要（自衛隊栃木地方協力本部）
 台風18号に伴う記録的豪雨への対応（北関東綜合警備保障）
「被災自治体の要請を受け、保有する消火用タンク車で給水に協力した」

 災害時のラジオのあり方（CRT栃木放送）
「冠水の情報などをリスナーから寄せてもらった」

 ボランティア体験について（作新学院大学）

○参加者
約70人（うち一般53人）

減災・リスクマネジメント推進センター会議（作新学院大学）

情報提供：栃木県 48



４－２．地方公共団体における業務継続
防災基本計画における業務継続性の確保に関する記載及び
地方公共団体に対する業務継続計画策定に関する支援の取組

【H23.12修正】
「地方公共団体等の防災関係機関は、…業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図るものとす

る。」
【H24.9修正】
地方公共団体等は、「非常用電源設備を整備するとともに、…浸水する危険性が低いなど堅固な場所（地

震災害においては耐震性があること、津波災害及び風水害においては浸水する危険性が低い場所）への設置
等を図ること。」

 防災基本計画における業務継続性の確保に関する記載内容について更なる修正を検討

「市町村のための業務継続計画作成ガイド」の策定（H27.５）
手引きに沿った業務継続計画の策定が小規模な市町村にとって作業量が多いものとなっていたことから、

小規模市町村であってもあらかじめ策定していただきたい事項を抽出。

防災基本計画における業務継続性の確保に関する記載※

「地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説」の策定（H22.４）
地方公共団体における業務継続体制に係る検討を支援することを目的に、業務継続に必要な事項及び手法

等をとりまとめたもの。
 現在、地震以外の災害も対象とするなどの手引きの改訂を実施中

※共通編のうち水害に係る主な記載

地方公共団体に対する業務継続計画策定に関する支援の取組

「市町村ＢＣＰ策定研修会」の開催（内閣府・消防庁共催）（H27.10～）
上記ガイドを踏まえたＢＣＰ策定の基礎、業務継続マネジメント体制構築の考え方を習得するもの。 49



 内閣府では、これまで「地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説」（平成22年４月）を策定し、地方公共
団体の業務継続計画策定に係る取組を支援

 「手引きとその解説」を地方公共団体にとってより使いやすく、分かりやすい内容に改定するため、平成26年度に有識者、地方公
共団体等からなる検討会を開催。検討会における意見を踏まえ、人口が１万人に満たないような小規模な市町村であってもあら
かじめ策定していただきたい事項を抽出した「市町村のための業務継続計画作成ガイド」を先行して策定（平成27年５月）

 今般、より実効性の高い業務継続計画の策定を支援できるよう、 「手引きとその解説」についても、検討会における意見や近年
の災害教訓等を踏まえ改定

主な改定内容（案）

改定の経緯

対象とする災害の拡張

東日本大震災の教訓を踏まえた見直し

使い勝手の向上

 地震のみならず自然災害一般を対象とした計画策定が
可能となるよう、題名を修正及び記載内容を拡充

 全地方公共団体で代替庁舎の特定を要請

 職員の安全確保や受援体制の整備、全庁的な策定体制
の必要性や対策のポイント等を記述

 想定外が生じにくいよう、特定の災害を想定しない検討
方法（結果事象によるアプローチ）を記述

 非常時優先業務実施の実効性を高めるための緊急時の
対応手順（行動計画）の作成を推奨

検討手法や事例の充実

その他災害の教訓を踏まえた見直し

 平成27年９月関東・東北豪雨を踏まえ、水害が想定され
る場合の被害シナリオや対策のポイント等を記述

 停電が長期間に及んだ近年の災害を踏まえ、「72時間」
は外部からの供給なしで非常用の電力の確保を推奨

 業務継続計画策定の必要性を分かりやすく示す観点から、
地域防災計画や災害対応マニュアルなど他の計画との相
互の関係を記述

 自治体ごとの業務の内容に大きな差はないことから、非常
時優先業務の整理の際には、先行事例や基準表の活用に
よる作業量軽減を推奨

 手引き本文や事例集において、対策の参考となる具体的な
事例や参考文献を大幅に拡充

 これまで「手引き」と「解説」の２分冊であったところを合冊し、
構成も一部見直すなどより使いやすく、分かりやすい内容
に整理

 ガイドに基づき計画を策定した市町村等が容易にステップ
アップ可能となるよう、「手引き」と「ガイド」それぞれの活用
の方法等を記述

４－２．地方公共団体における業務継続
「大規模災害時における地方公共団体の業務継続の手引き」（仮称）の改定案について
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中央防災会議「大規模水害対策に関する専門調査
会報告」（平成22年４月）を踏まえ、水害時でも業務
継続を可能とするための対策例を追記

≪被害想定≫
○本庁舎等の被害を想定する際に、大規模水害時の被害

シナリオやハザードマップ（洪水、内水等）を参照

≪具体対策≫
○参集基準や手順が災害の特性に応じたものとなってい

るか検証（例：雨量や河川水位等に基づく参集ルールの

検討など）

○代替庁舎への移転手順（判断基準、移動手段等）の整

備

○（大規模水害時など）市域が全域にわたって同時被災す

る可能性がある場合、市域外における代替庁舎の確保

を検討

○非常用発電機等電源設備の上層階や水密区画への設

置・移設、施設内の電気系統を浸水区画とそれ以外に

分離

○浸水までの猶予時間に重要な行政データ等を上層階等

に移動させる手順・体制整備

○被災リスク（倒壊・浸水等）が低い場所での備蓄物資の

保管

水害への対策例

※赤字は平成27年９月関東・東北豪雨で生じた課題に有効な対策

業務継続計画の記載例

水害や津波による浸水を想定した対策を記載している業
務継続計画の実例を、事例集（対策準備編）に追記

水害時の職員参集想定を実施している例（兵庫県佐用町）

庁舎の津波浸水対策を実施している例（徳島県）

４庁舎の津波浸水対策

南海トラフ巨大地震発生時には，本庁舎は最大で1.0ｍの津波浸水が想定されており，こ

れまで地下2 階に設置されていた，受変電設備，自家発電設備，ボイラー等空調設備類な

ど，庁舎機能を維持するための重要機器類への被害が懸念されたところである。
こうしたことから，県では，平成24 年度から，本庁舎の津波浸水被害を最小限に抑え，防

災拠点施設としての機能強化を図るため，次の工事を実施した。

○ 1 階出入口等の浸水対策として，「防潮パネル」の設置

○ 地下2 階の主要機械室への「水密扉」の設置
○ 「自家発電設備」及び「受変電設備」の地下2 階から屋上への移設

○ 「電源車アクセスポイント」の設置による，電源供給手段の多様化

○ ライフライン機能を確保するための受水槽の耐震化

○ 通信・引込回線の浸水対策
○ 中央監視装置の浸水対策

※ 耐震性の高い中圧配管都市ガスを用いたエネルギーの多様化

※ 「防災・危機管理センター」「診療所」「サーバ室」空調の個別化

（※は平成２６年度実施予定） など

４－２．地方公共団体における業務継続
水害対策に関する主な追記内容（案）
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・地方自治体に気象予報士を派遣し、防災気象情報の効果的な利用についてアドバイス等を行うことにより、
地方自治体の防災対応力の向上等を図るもの。平成28年度単年度のモデル事業。

・モデル事業の有効性を周知し、各地方自治体が自ら気象予報士や民間事業者を活用することにより、防災対
応のレベルアップが期待できると考えているところ。

モデル事業の概要

気象予報士等を活用した地方自治体における気象情報活用支援モデル事業 ３０百万円

◎地方自治体に気象予報士等を派遣し、防災気象情報の効果的な活用についてアドバイス等を行うことにより、地方自治体
の防災対応力の向上に資する

市町村長・防災担当者を直接支援
・防災気象情報の解説
・防災対応へのアドバイス

改善点の診断・分析

気
象
庁

気象予報士等
派遣

モデル事業（単年度）

気象予報士等

市町村

フィードバック

事業結果の
還元・周知 モデル事業の有効

性を周知し、各地
方自治体が自ら気
象予報士等や民間
事業者を活用する
ことにより、防災
対応のレベルアッ
プが期待

平成28年度気象庁関係予算として政府案に計上
資料提供：気象庁 52

４－３．地方公共団体の防災対応力向上に資する取組
気象予報士等を活用した地方自治体における気象情報活用支援モデル事業
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